
日高川町災害復興計画(改訂5)
平成26年8月1日改訂

（平成２３年度　～　平成２６年度）

和歌山県日高郡日高川町



日高川町災害復興計画

○進捗スケジュール

期間 平成23年度 平成24年度 平成25･26年度

短期対策

中期対策

長期対策

　日高川町では、平成２３年９月に発生した台風１２号災害からの早期復旧・復興に全力を挙げて取り
組んでいます。

　復興課題については、被災者支援や道路・橋梁の復旧、産業基盤の復興等、多岐に渡るため、今般
日高川町災害復興計画を策定し、復興課題を抽出・整理しました。

　また、各復興課題の完了予定時期を設定し、取り組み状況を管理することにより、定期的にその進
捗状況を明確に周知するためにも、この日高川町災害復興計画を活用したいと考えています。

　この災害復興を完結し、災害から得た教訓を活かした災害に強い日高川町の再生を目指して参りま
 す。

　－１－　



日高川町災害復興計画一覧表
短期対策
期間 大項目 中項目 小項目 説明 担当課

救援物資の受け入れ・配布 未利用物資の活用・処理が課題 完了 資料 1 住民課
炊き出しその他による食品の給
与

炊き出しを行い、避難所等に弁当を届ける。（昼、夜の2食） H23.10.16 完了 資料 2 住民課
生活用水の配給 完了 上下水道課
災害救助法に係る住宅応急修理 半壊以上の被害を受けた住家が対象 H23.12.10 完了 資料 3 総務課

美山保育所の復興 運動場及び園舎の浸水 H23.9.26 完了 資料 4 住民課
町営住宅の修繕 被災町営住宅（床上浸水・床下浸水）の修繕 H23.12.22 完了 資料 5 住民課

川上診療所の復興
川上診療所を開設している保健福祉センターが床上浸水（２５ｃ
ｍ）したことにより、施設、診療機器等に被害が生じた。

H23.12.28 完了 資料 6 保健福祉課

保健福祉センターの復興
床上浸水（２５ｃｍ）したことにより、建物、電気設備、エレベー
ター、ボイラー等に被害が生じた。

H23.10.21 完了 資料 7 保健福祉課

川原河歯科診療所の復興
床上浸水（６０ｃｍ）したことにより、建物、診療機器等に被害が生
じた。

H24.2.10 完了 資料 8 保健福祉課

美山支所庁舎等の復旧
床上浸水（３㎝）したことにより、建物、浄化槽、車庫、冷暖房設
備に被害が出た。

H24.1.31 完了 資料 9 美山支所

山村開発センターの復旧
床上浸水（ロビー１０㎝・大ホール４３㎝）したことにより、建物及び
冷暖房設備電気機器、放送設備、備品等に被害が出た。

H24.1.31 完了 資料 10 美山公民館

学校施設の復校

・美山中学校の浸水：校舎１階２０センチの浸水、体育館床上２０
センチの浸水
・美山中学校グランド等の浸水：１５０ｃｍの浸水
他

完了 資料 11 教育課

道路・河川等の公共施設の応急
(臨時)復旧

完了 建設課

飲料水供給施設の復旧 １施設 平成24.3.31 完了 資料 24 上下水道課
災害救助法による生活再建支援
の実施

床上浸水以上世帯を対象に生活必需品を給付 H23.10.20 完了 資料 12 住民課

町税等減免措置 町県民税、固定資産税、国保税 H24.3.31 完了 資料 13 税務課

地区施設の復旧
和歌山県福祉事業団障害者通
所作業所「あおぎ園」復興支援

「あおぎ園」を開設している旧大星小学校が床上浸水（６０ｃｍ）し
たことにより建物及び作業用設備、備品が破損した。

H23.12.1 完了 資料 14 保健福祉課

被災者生活再建支援 災害援護資金（貸し付け）
住宅等に被害を受けた方に対して、被害程度に応じて生活に必
要な資金の貸し付けを行う制度

H24.1.6 完了 住民課

災害廃棄物処理 災害廃棄物処理 H24.3.31 完了 資料 15 住民課

農林業者支援 農林業用機械等の修繕事業 H24.3.31 完了
農業振興課
林業振興課

商工業者等支援
 製造事業者等の支援制度（補
 助）

対象補助限度額１０万円～１，０００万円
補助限度額　　　９９万９千円
対　　象　　　　　製造業
・申請は、４件　補助額　１，１２７，４２９円

H24.3.31 完了 資料 16 企画政策課

※　計画については、項目等の追加・修正を行うことがあります。

完了 資料

短期
対策

住民生活の緊
急支援

災害発生時の生活支
援

公共施設の復
興

公共施設の復興

住民生活の復
興

被災者生活再建支援

産業の復興

：完了事業



日高川町災害復興計画一覧表
中期対策
期間 大項目 中項目 小項目 説明 担当課

住民生活の復
興

地区施設の復旧
集会所（備品含む）、防災倉庫、
防災資機材の被災前の状況へ
の復旧

H24.5.31 完了 資料 17 総務課

住民生活の緊
急支援

災害発生時の生活支
援

応急仮設住宅の供与 H25.5.12 完了 資料 18 住民課

防災無線施設の復旧 猪谷中継局自家発電装置の故障 H24.10.31 完了 総務課
農業集落排水処理施設の復旧 ３施設 H24.10.29 完了 資料 19 上下水道課
簡易水道施設の復旧 ７施設 H25.3.22 完了 資料 19 上下水道課

農地に流入した土砂撤去事業 H25.3.31 完了 農業振興課

農地災害(国庫) H25.7.31 完了 農業振興課

補助対象限度額１０万円～１００万円

補助限度額　　　５０万円
対　　象　　　　　 製造業・その他の業種
・町補助申請は５２件　補助額１８，８５３，６１５円

中津温泉泉源の復興 H24.7.6 完了 企画政策課

美山療養温泉館の復興 H24.8.15 完了 企画政策課

大滝川森林公園管理道の復興 H24.8.10 完了 企画政策課

きのくに中津荘別館の復興 H24.8.8 完了 企画政策課

地域防災計画の改定 H25.3.31 完了 総務課

職員配備体制の改定 H25.3.31 完了 総務課
防災マップの作成 H25.3.31 完了 総務課
大学との連携 H25.3.31 完了 総務課
避難訓練事業の創設 H25.3.31 完了 総務課

※　計画については、項目等の追加・修正を行うことがあります。

完了予定 資料

中期
対策

公共施設の復
興

公共施設の復興

産業の復興

農林業者支援

商工業者等支援
商工業等復旧支援事業(町費・
県費)

H25.3.31 完了 資料 16 企画政策課

観光施設の復興

防災対策の強
化

防災対策の強化

：完了事業
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日高川町災害復興計画一覧表
長期対策
期間 大項目 中項目 小項目 説明 担当課

住民生活の復
興

被災者生活再建支援 被災生活再建支援 被災者生活再建支援金の給付
基H24.10.2
追H26.10.2

完了
完了予定

資料 20 住民課

住民生活の緊
急支援

災害発生時の生活支
援

 簡易水道施設の復旧 H26.3.31 完了 資料 24 上下水道課

中津若者広場の復興 H25.3.31 完了 生涯学習課

西鶴記念館の復興 H25.3.31 完了 生涯学習課

日高川交流センター周辺の復興 H25.3.31 完了 生涯学習課

鳴滝ゲートボール場の復興 H25.3.31 完了 生涯学習課

・日高川町被災箇所:道路63箇所　橋梁7箇所　　合計70箇所 道路：H25.3.31　完了

・日高振興局（日高川町）被災箇所:河川162箇所(河川助成含む)
　　　　　　　　　　　　 道路33箇所　砂防12箇所　　合計207箇所

橋梁：H26年度内予定

利子補給制度

利子補給金については、県の貸付制度を利用した方（激震・災
害救助法・間接・セーフティーネット４号）に対して行った。融資
額上限８，０００万円
補給率最大１．０％　補給期間１０年
実績　25年３月末で　利用件数３６件　３０業者
融資額　564,200,000円

H26.3.31 完了 資料 22 企画政策課

災害復旧対策資金（貸し付け）
・直接・間接的に被害を受けた中小企業、商工業者の事業再建
や資金繰りを支援する制度

H26.3.31 完了 企画政策課

観光情報の発信

・県が策定した「災害復興のための観光振興アクションプログラ
ム」に倣い、県内市町村やJR等と協働によりメディア、旅行会
社、消費者向けのキャラバンを実施し、元気な日高川町の観光
情報を積極的に発信する。

H26.3.31 完了 資料 23 企画政策課

※　計画については、項目等の追加・修正を行うことがあります。

完了予定 資料

長期
対策

公共施設の復
興

公共施設の復興

道路・河川等の公共施設の早期
復旧

資料 21 建設課

産業の復興 商工業者等支援

：完了事業
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5

日高川町災害復興計画別添資料 1
期間 短期対策 担当課名 住民課

大項目 住民生活の緊急支援 中項目 災害発生時の生活支援

小項目 救援物資の受け入れ・配布

被害状況 全壊家屋 ６３棟（内、非住家１０、別荘４２）

半壊家屋 ６１棟（内、非住家１３）

床上浸水 ２１２棟（内、非住家１９）

床下浸水 ２６９棟（内、非住家１８３）

被災上水道施設 川辺簡水、早蘇簡水、船着簡水、子十浦簡水、川中簡水、

丸山簡水、愛徳簡水

復興計画 救援物資の受付け

上水道の被災断水にともない、必要物品として「飲料水」をホームページに掲載し、

提供を呼びかける。

物資の受け付け窓口を本庁住民課とするが、大量の救援物資については、一時保管

場所に直接搬入してもらう。積み降ろし用フォークリフトについてＪＡ中津に協力

依頼。

一時保管場所 日高川ふれあいドーム

きのくに中津荘の営業にともない、一時保管場所を高津尾体育館に移転。

救援物資の配布

両支所にストックするとともに、区長を通じ飲料水を各地区に配布。

炊き出し弁当を届けるときに、各避難所に調査票を配布し、希望物資を募るが、

回答無し。

水道仮復旧後も希望者には支所又は、保管場所で直接渡す。

防災対策 ○ 受付・配布の窓口の一本化

受入・配布を当初一カ所（一つの課）で行わなかったため、一時保管場所のふれあい

ドームで混乱が生じたため一カ所（一つの課）で受入を行い、配布についても受け入れ

た課に報告を行わないと在庫管理ができない。

在庫処分の方法について検討。

○ 必需物資の把握と募集

必要物資のリストと調達方法について、計画しておく。

その他
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日高川町災害復興計画別添資料 2
期間 短期対策 担当課名 住民課

大項目 住民生活の緊急支援 中項目 災害発生時の生活支援

小項目 炊き出しその他による食品の給与

被害状況 全壊家屋 ６３棟（内、非住家１０、別荘４２）

半壊家屋 ６１棟（内、非住家１３）

床上浸水 ２１２棟（内、非住家１９）

床下浸水 ２６９棟（内、非住家１８３）

復興計画 炊き出しを行い、避難所等に弁当を届ける。（昼、夜の 2食）
当初は、役場女子職員が炊き出しを行う。その後、ボランティアの方々の参加がある。

運搬は、役場職員が担当。支所及び直接避難所に届ける。（支所から避難所へ）

期間 9月４日～10月 16日

数量 延べ 2,418人で 7,254食 ※調理・運搬スタッフ 延べ 500人
費用 2,029,329円

※避難所入所者が、家に帰っても炊事ができないということで、弁当の供与を続けた

例もあるが、１階が被災し、炊事の出来ない人で、避難所に行かず家の２階で生活

している人から「避難所に行かなかったら弁当ないんやなあ」との声も聞かれた。

防災対策 ○ 炊き出し体制の確立

当初は役場職員での対応は可能だが、災害時の炊き出しスタッフを確保しておく必要

がある。（炊き出し班、運搬班）

時間的無駄をなくすため、各支所周辺においても炊き出し出来る体制が必要。

炊き出し供与対象者を決めておく。

その他
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日高川町災害復興計画別添資料 3
期間 短期対策 担当課名 総務課

大項目 住民生活の緊急支援 中項目 災害発生時の生活支援

小項目 災害救助法に係る住宅応急修理

被害状況 ※ 被害場所や被害箇所数等を含めた被害の概要

半壊以上の被害を受けた住家が対象となる。町内では次のとおり。

全壊（１１世帯のうち応急修理を実施することによって居住が可能な住家）

・・所得制限なし。

大規模半壊（１１世帯のうち応急修理を実施することによって居住が可能な住

家）・・所得制限なし

半壊（３７世帯）・・所得制限あり

復興計画 ※ 復興に要する期間や予算額、補助事業名等含めた復興の概要

台風１２号により半壊以上の被害を受けた住家を、５２万円を限度に、町が業者を指

定して応急的に修理する。

・ 修理申込件数・・２９件

・ 修理完了件数・・２９件 総事業費 １３，９７０，１２５円

・ 修理できる範囲・・屋根、外壁、基礎、床等（畳のみの修理や内装は対象外）

ドア、窓等の開口部

上下水道、電気、ガス等の配管、配線

衛生設備

電化製品等は対象外

・ 期間・・平成２３年９月２日～１２月１０日（１００日間）

防災対策

その他
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日高川町災害復興計画別添資料 4
期間 短期対策 担当課名 住民課

大項目 公共施設の復興 中項目 公共施設の復興

小項目 公共施設の復興

みやま保育園

被害状況 みやま保育園運動場の水没及び園舎の床上浸水

復興計画 ９月４日～９月２０日に町単独事業で運動場の土の入れ替え及び園舎の床・畳・カ

ーペットの入れ替え等で 684,388円。
保育園への義援金で使用不能となった体重計・ベビーカー・洗濯機・玄関マット・

カラーボックスを購入。177,187円
絵本等については、絵本作家 藤田浩子さんを通じて虹の図書館より寄贈していただ

いた。

防災対策 ○写真等被災後の記録を必ず残す

被災直後の写真が無かったため、補助事業を利用するにしても申請に添付することが

できなかった。また保育所関係の災害復旧補助事業は、査定額が５０万円以上のため今

回の保育園の被災では対象になるかどうか厳しい状況であった。

○被害状況の把握と報告（情報の共有）

また修繕等の発注について、一カ所で発注等を行わないと連絡不足もあるが、後から

請求がくる等、予算状況で不都合が生じた。

その他
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日高川町災害復興計画別添資料 5
期間 短期対策 担当課名 住民課

大項目 公共施設の復興 中項目 公共施設の復興

小項目 町営住宅の修繕

被害状況 床上浸水 ４１戸（内、旧教員住宅１戸、公営住宅空家２戸）

早藤団地６戸、小津茂団地１０戸、三十木団地１０戸、皆瀬団地４戸

川原河団地１０戸、川原河旧教員住宅１戸

床下浸水 ３戸（内、空家１戸） 皆瀬団地３戸

復興計画 町営住宅の被災状況の確認

土砂、流木の撤去発注

業者に修繕を発注し、修繕箇所の確認

団地ごとに修繕計画の説明（入居者に被災私物などの撤去を指示）

修繕期間中の家賃は免除、光熱水費は町が支払う

修繕期間 ９月１５日～１２月２０日

修繕費用 89,561,783円（住宅 81,569,658円、外構等 7,992,125円）

住宅自体は町で修繕するとともに、見舞金、義援金も同額支給されることから、再入

居後の家賃の減免はしない。

防災対策 避難用の仮住宅を把握して指定しておく。

本庁、各支所で共有しておけば、すぐに対応可能。

※ 公営住宅、集会所、公共施設、空き家、民間施設など

水害時の被災予想を把握しておく必要あり。

危険な公営住宅については、移転等、長期的な対策が必要。

建築の場合は、水害・地震（山崩れ）など災害を考慮して用地選定。

その他
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日高川町災害復興計画別添資料 6
期間 短期対策 担当課名 保健福祉課

大項目 公共施設の復興 中項目 公共施設の復興

小項目 川上診療所の復興

被害状況 ※ 被害場所や被害箇所数等を含めた被害の概要

川上診療所を開設している保健福祉センターが床上浸水（２５ｃｍ）したことによ

り、施設、診療機器等に被害が生じた。

・ 内装タイル、カーペット、内壁クロス破損

・ エコー、分包機、内視鏡、レントゲン、索引機、昇降台、吸引機、心電図

救急セット、ファンヒーター等医療機器破損

復興計画 ※ 復興に要する期間や予算額、補助事業名等含めた復興の概要

・ 内装タイル、カーペット、内壁クロス修繕 ⇒ Ｈ23.10.21完成
被害額：９３７千円（財源：保険金４６８千円、医療施設等災害復旧補助

４２３千円）

・ エコー等医療機器修繕 ⇒ Ｈ23.9.21から通常診療再開
被害額：６，０００千円（財源：国保特別調整交付金３，０００千円）

防災対策 ※今般の台風１２号被害を受けて、復興とともに今後の防災対策施策を講じる場合の概

要

・ 今回のような洪水被害が想定される場合には、早い段階から移動可能な医療機

器を２階へ移動しておくことが重要な対策と考える。

その他
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日高川町災害復興計画別添資料 7
期間 短期対策 担当課名 保健福祉課

大項目 公共施設の復興 中項目 公共施設の復興

小項目 保健福祉センターの復興

被害状況 ※ 被害場所や被害箇所数等を含めた被害の概要

床上浸水（２５ｃｍ）したことにより、建物、電気設備、エレベーター、ボイラー

等に被害が生じた。

復興計画 ※ 復興に要する期間や予算額、補助事業名等含めた復興の概要

・ 建物、電気設備、エレベーター、ボイラー等修繕 ⇒ Ｈ23.10.21完成

被害額：１６，０００千円（財源：保険金６，８００千円、保健衛生施設等

災害復旧補助 ４，５３３千円）

防災対策 ※今般の台風１２号被害を受けて、復興とともに今後の防災対策施策を講じる場合の概

要

・ 今回のような洪水被害が想定される場合には、早い段階から移動可能な備品等

を２階へ移動しておくことが重要な対策と考える。

その他 ※特記すべき事項があれば記載してください

老人介護サービス事業所「はるす」が利用している特殊入浴設備の修繕は、町におい

て行った。（保険適用）
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日高川町災害復興計画別添資料 8
期間 短期対策 担当課名 保健福祉課

大項目 公共施設の復興 中項目 公共施設の復興

小項目 川原河歯科診療所の復興

被害状況 ※ 被害場所や被害箇所数等を含めた被害の概要

床上浸水（６０ｃｍ）したことにより、建物、診療機器等に被害が生じた。

復興計画 ※ 復興に要する期間や予算額、補助事業名等含めた復興の概要

・ 建物、診療機器等修繕 ⇒ Ｈ24.2.10完成予定

被害額：５，９００千円

防災対策 ※今般の台風１２号被害を受けて、復興とともに今後の防災対策施策を講じる場合の概

要

・ 今回のような洪水被害が想定される場合には、早い段階から移動可能な医療機

器を安全な場所へ移動しておくことが重要な対策と考える。

その他 退職した本田歯科医師の後任として、柏木健生歯科医師による診療が内定した矢先の

災害であり、診療再開が大幅に遅れることとなった。
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日高川町災害復興計画別添資料 9
期間 短期対策 担当課名 美山支所

大項目 公共施設の復興 中項目 公共施設の復興

項目 美山支所庁舎の復旧

被害状況 床上浸水（３㎝）したことにより、建物、浄化槽、車庫、冷暖房設備に被害が出た。

復興計画 建物、浄化槽、公用車庫（シャッター）→H24.1月末完成
冷暖房施設→老朽化による原因か浸水による原因かは不明、設備の修繕部品がない。

被害額：１，０００千円

冷暖房施設については、新規整備工事費１５，７００千円（平成２４年度）

防災対策 今回のような洪水被害が想定される場合は、早い段階から移動可能な備品類、重要文書

を安全な場所に移動することが重要な対策である。

その他
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日高川町災害復興計画別添資料 10
期間 短期対策 担当課名 美山支所

大項目 公共施設の復興 中項目 公共施設の復興

項目 山村開発センターの復旧

被害状況 床上浸水（ロビー１０㎝・大ホール４３㎝）したことにより、建物及び冷暖房設備

電気機器、放送設備、備品等に被害が出た。

復興計画

大ホール用冷暖房の修繕 →３７２千円（完成）

屋上雨漏れ修繕 →１，３２３千円（完成）

放送設備 →未定

花壇修繕 →２８８千円（完成）

防災対策 今回の避難対象地区の避難所として開設したがこの施設も浸水した。

今後、避難場所として見直す必要がある。

その他
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日高川町災害復興計画別添資料 11
期間 短期対策 担当課名 日高川町教育委員会 教育課

大項目 公共施設の復興 中項目 公共施設の復興

項目 学校施設の復興

被害状況 ①美山中学校の浸水：校舎１階２０センチの浸水、体育館床上２０センチの浸水

②美山中学校グランド等の浸水：１５０ｃｍの浸水

③児童・生徒住家の家屋被害 ４７名の住家に床上浸水以上の被害

④臨時休校 中津小・川原河小・笠松小・中津中：５．６日

美山中：５日～１０日 その他の学校５日のみ

⑤停電 寒川第一小：７日まで、 川原河小・笠松小・中津中・美山中：６日まで

三百瀬小・中津小・早蘇中：５日まで

⑥飲料水断水中津小：９日まで、三百瀬小・笠松小：１５日まで、

川原河小・早蘇中・美山中：１６日まで 中津中：１９日まで

⑦自校給食の中断 寒川第一小・川原河小・笠松小：９日まで、中津小：１６日まで

三百瀬小・早蘇中：２２日まで、 中津中：３０日まで、

⑧ クールバスの運行障害、別ルートで対応：中津小・中：７日～１０月５日まで

⑨ 童・生徒・教師の心的障害 ⑩被災した教師の代替教師の手配等

復興計画 ①教師・保護者・中学生・ボランティアによる校舎の清掃 （授業再開前に）

急を要する電気製品・コンセント・配線の修繕・買い換え、衛生管理

業者によるランチルームの清掃・消毒

②・土木作業員による、堆積汚泥のスキ取り、消毒作業 （授業再開前に）

・災害復旧事業（公立学校施設災害復旧事業） （２３年度中に）

グランド・テニスコート復旧事業、テニスコートフェンス復旧事業

③災害救助法による教科書・副教材・学用品の給与（床上浸水以上の住家及び学校浸水

により使用不能になった学用品対象） （授業再開後早急に）

④町内全小中学校で運動会を中止にした。美山中の２学期終業式１日遅くし授業日数確

保を行った

⑥校内給水施設の仮設 タンク・ポンプ （授業再開後早急に）

⑦給食の供給確保

御坊給食センターからの給食提供（１３日より３０日まで）：運搬は各学校で

⑧スクールバスコースの現地調査・検討 バス会社の協力（授業再開前に）

⑩ クールカウンセラーの派遣 （授業再開後定期的に）

⑩県教育委員会・近隣教育委員会からの派遣 （授業再開後早急に）

防災対策 １．学校としての自助

２．各学校の共助（各学校が防災となり組への参画・連携）

課題：避難所運営誰がする。学校のカギの所持。毛布・食料品等の備蓄。発電機

３．各学校ごとに災害時応急対応マニュアル（地域・保護者を含め）の作成

４．和歌山県防災教育教材「津波防災教育指導の手引き」防災教育カリキュラムを元に、

小学１年から中学３年まで一環した防災教育の実施

その他
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日高川町災害復興計画別添資料 12

期間 短期対策 担当課名 住民課

大項目 住民生活の緊急支援 中項目 災害発生時の生活支援

小項目 災害救助法による生活再建支援の実施

被害状況 住家の被害

流失・全壊家屋 １１戸

半壊家屋 ４８戸

床上浸水家屋 １９３戸

床下浸水家屋 ８６戸

復興計画 災害救助法による生活再建支援の実施

床上浸水以上世帯を対象に、生活必需品の給付を行う。

本所、両支所の窓口で相談・申請の受付を行い、生活必需品の必要な世帯に対し

て町商工会の協力を得て物資の給付を行う。

対象世帯 床上浸水以上 252世帯
申請給付件数 89件（給付物品購入額 983,474円）

防災対策 災害発生後直ちに被害状況を把握し、対象世帯ごとの必需品給付計画を立て、実施する

こと。給与物品を絞り込んで給与する方がよい。

その他
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日高川町災害復興計画別添資料 13
期間 短期対策 担当課名 税務課

大項目 住民生活の復興 中項目 被災者生活再建支援

小項目 町税等減免措置

被害状況 ※被害場所や被害箇所数等を含めた被害の概要

全壊家屋 ６３棟（内、非住家１０、別荘４２）

半壊家屋 ６１棟（内、非住家１３）

床上浸水２１２棟（内、非住家１９）

床下浸水２６９棟（内、非住家１８３）

復興計画 ※復興に要する期間や予算額、補助事業名等含めた復興の概要

◎町税等減免措置の状況

（平成２３年度分で９月２日以降の納期分について減免）

（H24.1.31現在）
税 目 減免件数 減 免 額

町県民税 １３９件 4,885,500円
固定資産税 ３２３件 8,325,000円
国保税 １２１件 6,880,700円
計 ５８３件 20,091,200円

防災対策 ※今般の台風１２号被害を受けて、復興とともに今後の防災対策施策を講じる場合の概要

その他
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日高川町災害復興計画別添資料 14
期間 短期対策 担当課名 保健福祉課

大項目 住民生活の復興 中項目 地区施設の復旧

項目 ※和歌山県福祉事業団障害者通所作業所「あおぎ園」復興支援

被害状況 ※ 被害場所や被害箇所数等を含めた被害の概要

「あおぎ園」を開設している旧大星小学校が床上浸水（６０ｃｍ）したことにより

建物及び作業用設備、備品が破損した。

復興計画 ※ 復興に要する期間や予算額、補助事業名等含めた復興の概要

あおぎ園は、町有の廃校施設を利用しているため、建物の修繕等については和歌山

県福祉事業団と協議する必要があり、対応に若干の期間を要した。なお、災害直後の

泥出しや瓦礫の処理は、ボランティア等の応援を受けずに事業団の職員と利用者がす

べて行った。 ⇒ Ｈ23.12.1作業所再開

被害額：１，３８０千円（建物修繕のみ町が対応）

防災対策 ※今般の台風１２号被害を受けて、復興とともに今後の防災対策施策を講じる場合の概

要

・ 今回のような洪水被害が想定される場合には、早い段階から移動可能な備品等

は安全な場所へ移動しておくことが重要な対策と考える。

その他
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日高川町災害復興計画別添資料 15
期間 短期対策 担当課名 住民課

大項目 災害廃棄物処理 中項目 災害廃棄物処理

小項目 災害廃棄物処理

被害状況 災害廃棄物量

処理見込総量 約 8,900t（約 35,600m3）
９～12月処理量 約 5,250ｔ
１～３月見込量 約 3,650ｔ

処理費用見込額 377,500千円

復興計画 川辺・中津・美山各地区の実情に応じて集積所を設置し、災害廃棄物を直接搬入しても

らう。集積所は、川辺地区１箇所、中津地区５箇所を設置。美山地区は道路事情の関係

から当初各集落前県道端に集積、その後、平の美山若者広場に集積する。

○ 中津地区各集積所は、搬出終了次第閉鎖し、旧中津公民館跡地のみ 12月末で閉鎖。

○ 美山若者広場は、24年 1月末で閉鎖予定。
○ 南山集積所については、1月末で閉鎖予定。
○ 自己処理のできない廃棄物の集積所として子十浦多目的グランドに設定。

処理については、県に相談し、県が災害時に協定を締結している県産業廃棄物協会の協

力を得て、運搬・処理を行う。（広域清掃センター、ワコー産業、古勝、和歌山市 etc.）
※処理完了予定 24年 3月末

防災対策 災害直後は被災者に分別を課すのは無理があるので、各集落の道端に集積所を確保して

もらい、町（委託業者）が分別収集を行い、仮置場に搬入する。

仮置き場から町（委託業者）が処理場へ運搬し処理をする。

このため、各集落に集積所を設定しておくとともに、町内に１箇所、災害時の廃棄物仮

置場を設定しておく必要がある。

仮置場の条件･･･民家から離れた場所

分別仮置きができる広い場所

長期間使用可能な場所

その他
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日高川町災害復興計画別添資料 16
期間 中期対策 担当課名 企画政策課

大項目 産業の復興 中項目 商工業者等支援

小項目 ・製造事業者等の支援制度（補助）

・商工業等復旧支援事業(町費・県費)
被害状況 ※ 町内商工業者 被害の概要

町内企業罹災状況 平成２３年１０月２８日 現在

罹災企業数 ６０社 罹災額 １，７４５，６５０，０００円

内訳 川辺地区 １７社 罹災額 ４１１，３５０，０００円

中津地区 １７社 罹災額 ５３６，０００，０００円

美山地区 ２６社 罹災額 ７９８，３００，０００円

復興計画 ※ 復興に要する期間や予算額、補助事業名等含めた復興の概要

直接被害を受けた中小企業商工業者が被害を受けた機器の修繕又は、同等品

の機器を新たに購入するための経費に対し補助を行う。

事 業 名 商工業復旧支援補助金

対 象 製造業 助成率１０％以内

対象補助限度額 １０万円～１，０００万円

その他の業種（500万円以下の製造業含む）助成率５０％以内
対象補助限度額 １０万円～１００万円

事業完了 平成２５年３月３１日

５２業者 補助額 １８，８５３，６１５円

内訳 製造業 ５業者 補助額 １，２６７，３４６円

その他の業種 ４７業者 補助額 １７，５８６，２６９円

防災対策

その他 県の中小企業商工業補助制度 平成２６年６月１日現在（事業完了）

帰郷立地促進対策助成事業（製造業 1,000万円以上） 3件 6,935,018円
地域企業等事業再開事業（その他業種 100万円～2,000万円）15件 14,036,082円
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日高川町災害復興計画別添資料 17
期間 中期対策 担当課名 総務課

大項目 住民生活の復興 中項目 地区施設の復旧

小項目 集会所（備品含む）、防災倉庫、防災資機材の被災前の状況への復旧

被害状況 ※ 被害場所や被害箇所数等を含めた被害の概要

集会施設・・和佐、玄子

下滝本、佐井、老星、下田原、坂野川

上越方、浅間、打尾

上越方はほぼ全壊（流出）状態。他所は、床上浸水等により土砂が流入。

防災倉庫・・上越方はほぼ全壊（流出）状態。

その他・・浸水等により防災資機材が一部使用不可となっている。

復興計画 ※ 復興に要する期間や予算額、補助事業名等含めた復興の概要

台風１２号により被害を受けた集会所（備品含む）、防災倉庫、防災資機材等に限

り、その部分を被災前の状態へ復旧するため、自治振興補助金を下記のとおり見直

し、１２月議会において補正措置した。

事 業 名 自治振興補助金

予 算 額 ２６，０００，０００円

対 象 台風１２号で被災した集会所、備品、防災倉庫、防災資機材等

補 助 率 被災前の状況に復する部分に限り補助率９０％（従来５０％）

適用期間 平成２３年度～２４年度

防災対策

その他
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日高川町災害復興計画別添資料 18
期間 中期対策 担当課名 住民課

大項目 住民生活の緊急支援 中項目 災害発生時の生活支援

小項目 応急仮設住宅の供与

被害状況 全壊家屋 ６３棟（内、非住家１０、別荘４２）

半壊家屋 ６１棟（内、非住家１３）

床上浸水 ２１２棟（内、非住家１９）

床下浸水 ２６９棟（内、非住家１８３）

復興計画 仮設住宅希望者の調査（３３）

被災者用の仮住宅の確保（３３）

公共施設 ･･･ 公営住宅の空き室（８）、バンガロー（１４）

民間社宅 ･･･ 関西電力高津尾社宅（５）（修繕費 846,342円）

その他 雇用促進住宅（６）

希望者の内、公営住宅入居被災者が１５戸あり、公営住宅の修繕が完了すれば、入居でき

るので、実質１８戸ということで、応急仮設住宅は建設しない。

入居希望者の募集 雇用促進住宅入居 ５戸（23.11.末までに１戸退居）

（24.3.末までに 1戸退居）

関電社宅入居 ５戸（23.11.末までに退居）

24.3.末をもって返却

公営住宅入居 ３戸（仮入居２戸、本入居１戸）

(H25.5.12で仮入居１戸退居)

※災害救助法による応急仮設住宅の入居資格は全壊世帯であり、今回の対象者は、実質

１１世帯である。

防災対策 仮設住宅の確保・指定

被災者が仮住居として使用可能な住居・施設を把握して指定しておく。

本庁、各支所で共有しておけば、すぐに対応可能。

※公営住宅、集会所、公共施設、空き家、民間施設など

その他 平成２５年５月１２日の１戸退居により、応急仮設住宅の供与終了
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日高川町災害復興計画別添資料 19
期間 短期対策・中期対策 担当課名 上下水道課

大項目 住民生活の緊急支援 中項目 災害発生時の生活支援

小項目 １． 簡易水道施設の復旧‥‥‥‥‥‥‥‥‥7施設
２． 飲料水供給施設の復旧‥‥‥‥‥‥‥‥１施設

３． 農業集落排水処理施設の復旧‥‥‥‥‥３施設

被害状況 １． 簡易水道施設の被害の概要

1) 川辺簡易水道施設 (浄水場の冠水による電気・機械設備破損)
(管路施設 橋梁添架管の破損外4箇所)

2) 早蘇簡易水道施設 (取水場の冠水による電気設備破損)
(浄水場の冠水による電気・機械・建築設備破損)
(管路施設 橋梁添架管の破損１箇所)

3) 船着簡易水道施設 (浄水場の冠水による電気・機械・建築設備破損)
(管路施設 洗掘による管路破損３箇所)

4) 川中簡易水道施設 (取水場の冠水による電気設備破損)
(浄水場の冠水による電気・機械・建築設備破損)

5) 子十浦簡易水道施設 (取水場の冠水による電気設備破損)
(浄水場の冠水による電気・機械・建築設備破損)
(管路施設 洗掘による管路破損外１箇所)

6) 丸山簡易水道施設 (浄水場の冠水による電気・機械・建築設備破損)
(管路施設 洗掘による管路破損外６箇所)

7) 愛徳簡易水道施設 (浄水場の冠水による電気・機械・建築設備破損)
(管路施設 洗掘による管路破損１箇所)

２． 飲料水供給施設の被害の概要

1) 下村飲料水供給施設 (取水場の冠水による電気設備破損)
３． 農業集落排水処理施設の被害の概要

1) 和佐地区集落排水処理施設 (処理場の冠水による電気・機械・建築設備破損)
(中継ポンプ施設の冠水による電気設備破損4箇所)

2) 三百瀬地区集落排水処理施設 (処理場の冠水による電気・機械・建築設備破損)
(中継ポンプ施設の冠水による電気設備破損3箇所)

3) 田尻地区集落排水処理施設 (中継ポンプ施設の冠水による電気設備破損 1箇所)

復興計画 １． 簡易水道施設の復興計画 (応急修繕・応急復旧は全て施工済み)
本復旧については、子十浦簡水の1件を除いて全て完成。

国庫補助金名は簡易水道等施設整備国庫補助金となり、(国)と表示します。
災害共済保険金は、(保)と表示します。なお、町費については地方公営企業災害

復旧事業債と一般会計からの繰入金で賄い、(町)と表示します。

簡易水道施設復旧費総額 533,446,830円
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(応急修繕12,008,850円 応急復旧108,621,030円 本復旧412,81,6,950円)
歳入総額 533,446,830円

(国) 328,183,000円 (保)91,787,439円 (町) 113,476,391円

1) 川辺簡易水道施設 総額 29,884,050円 （平成24年9月3日完成）

① 応急修繕 (若野橋橋梁添架管空気弁応急修繕外４件) 1,478,400円
② 応急復旧 (入野浄水場機械設備応急復旧外3件) 1,925,700円
③ 本復旧 (入野浄水場機械設備復旧外1件) 26,479,950円

2) 早蘇簡易水道施設 総額 124,370,400円（平成25年2月4日完成）

① 応急修繕 (三百瀬橋橋梁添架管応急修繕) 2,929,500円
② 応急復旧 (早蘇浄水場機械設備応急復旧外4件) 6,990,900円
③ 本復旧(早蘇浄水場機械設備復旧)114,450,000円

3) 船着簡易水道施設 総額 49,572,600円 （平成25年3月22日完成）

① 応急修繕 (新あやめ橋左岸配水管応急修繕外３件) 1,612,800円
② 応急復旧 (船着浄水場機械設備応急復旧外4件) 31,660,650円
③ 本復旧 (船着浄水場機械設備復旧外4件) 16,299,150円

4) 川中簡易水道施設 総額 37,525,950円（平成25年2月18日完成）

① 応急修繕 (応急修繕はなし)
② 応急復旧 (川中取水場電気設備応急復旧外4件) 9,947,700円
③ 本復旧 (川中浄水場機械設備復旧外4件) 27,578,250円

5) 子十浦簡易水道施設 総額 113,451,450円（平成25年3月21日完成）

① 応急修繕 (平岩橋橋梁添架管応急修繕外1件) 5,070,450円
② 応急復旧 (子十浦取水場電気設備応急復旧外4件) 37,214,100円
③ 本復旧(子十浦浄水場電気設備復旧外4件) 71,166,900円

6) 丸山簡易水道施設 総額 110,383,140円（平成25年3月6日完成）

① 応急修繕 (丸山橋前配水管応急修繕外5件) 917,700円
② 応急復旧 (丸山浄水場機械設備応急復旧外3件) 10,687,740円
③ 本復旧(丸山浄水場機械設備復旧外13件)98,777,700円

7) 愛徳簡易水道施設 総額 68,259,240円（平成25年3月6日完成）

① 応急修繕 (応急修繕はなし)
② 応急復旧 (愛徳浄水場機械設備応急復旧外3件) 10,194,240円
③ 本復旧 (愛徳浄水場電気設備復旧外5件) 58,065,000円

上記の内、本復旧費については子十浦簡水の1件のみ未発注のため長期対策へ移行。

２． 飲料水供給施設の復旧計画

本復旧については、平成24年3月29日に全て完成。

国庫補助金名は飲料水供給施設等災害復旧費国庫補助金となり、(国)と表示します。
町費については一般会計からの繰入金で賄い、(町)と表示します。
また、地元分担金は(分)と表示します。
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飲料水供給施設災害復旧費総額 2,419,200円

(応急修繕 なし 応急復旧 371,700円 本復旧2,047,500円)
歳入総額 2,419,200円

(国) 1,010,000円 (町) 1,077,280円 (分) 331,920円

1) 下村飲料水供給施設 総額 2,419,200円

① 応急修繕 (応急修繕はなし)
② 応急復旧 (下村取水場電気設備応急復旧外1件) 371,700円
③ 本復旧 (下村取水場電気設備復旧1件) 2,047,500円

３，農業集落排水処理施設の復旧計画

本復旧については、 平成24年10月29日に全て完成。

国庫補助金名は災害関連農村生活環境施設復旧事業国庫補助金となり、(国)と表示しま
す。

災害共済保険金は、(保)と表示します。なお、町費については地方公営企業災害復旧事
業債と一般会計からの繰入金で賄い、(町)と表示します。
農業集落排水処理施設復旧費総額 224,911,774円

(応急修繕 なし 応急復旧28,159,624円 本復旧 196,752,150円))
歳入総額 224,911,774円

(国) 62,985,934円(保) 95,652,135円(町) 66,273,705円

1) 和佐地区農業集落配水処理施設 総額 133,885,080円

① 応急修繕 (応急修繕はなし)
② 応急復旧 (和佐集落排水処理施設応急復旧外５件) 19,424,580円
③ 本復旧 (和佐集落排水処理施設復旧外１件) 113,376,900円

2) 三百瀬地区農業集落配水処理施設 総額 88,938,244円

① 応急修繕 (応急修繕はなし)
② 応急復旧 (三百瀬集落排水処理施設応急復旧外５件) 8,479,894円
③ 本復旧 (三百瀬集落排水処理施設復旧外１件) 80,458,350円

3) 田尻地区農業集落排水処理施設 総額 2,088,450円

① 応急修繕 (応急修繕はなし)
② 応急復旧 (田尻地区マンホールポンプ電気設備応急復旧) 255,150円
③ 本復旧 (田尻地区マンホールポンプ電気設備復旧) 1,833,300円

防災対策

１． 簡易水道施設に関する防災対策について

1) 簡易水道施設は、町内９施設の内、日高川沿いにある７施設の全てが冠水等により大
きな被害を受けました。特に、電気設備については、冠水した配電盤内の制御盤・マグ

ネットスイッチ・リレー等が全く機能しなくなりました。被災直後に水道協会和歌山県

支部(和歌山市)からの応援協定により水道技師を派遣して頂き、町内施設を細かく視察
して頂きました。今回の水害による被害は冠水による電気設備被害が最も大きな要因で
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あり、これらの被害の回避方法として浄水場施設の嵩上げや防水扉の設置。

また、配電盤のみの嵩上げ等が必要であるとの指示を頂きました。

ついては、今回施設を復旧するに当たり改良復旧等も考慮しましたが、建屋自体は被害

を免れたため、一部（取水井制御盤の高所移設）を除き現状復旧としました。

２． 飲料水供給施設に関する防災対策について

1) 飲料水供給施設は､今回の災害では日高川沿いにある下村地区の取水場電気設備が冠
水により被災しましたが、今回の災害復旧について、取水場電気設備の高台への移転復

旧を採用することとしました。

３． 農業集落排水処理施設に関する防水対策について

１） 農業集落排水処理施設は、日高川沿いの処理施設で２施設。中継ポンプ施設で８

施設が冠水により被災しました。特に電気設備については、冠水した配電盤内の制御

盤・マグネットスイッチ・リレー等が全く機能しなくなりました。

集落排水処理施設については、各家庭からの排水処理をしている関係上、その地区の最

も低い場所に位置しているのが通常であり、日高川沿いにある施設は今後も被害を受け

る可能性が高いのですが、簡易水道施設と同様の防水扉の設置や配電盤の嵩上げ等が効

果的と考えていますが、今回の復旧は金額的にも無理であり高圧受電設備の架台設置に

よる対策以外は現状復旧としました。

その他 ※(参考資料)
１．簡易水道施設 ‥‥‥‥‥‥‥(復旧工事額一覧表 ８枚)
２．飲料水供給施設 ‥‥‥‥‥‥(復旧工事額一覧表 １枚)
３．農業集落排水処理施設 ‥‥‥(復旧工事額一覧表 ４枚)
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日高川町災害復興計画別添資料 20
期間 長期対策 担当課名 住民課

大項目 住民生活の復興 中項目 被災者生活再建支援

小項目 被災者生活再建支援金の給付

被害状況 住家の被害

流失・全壊家屋 １１戸（内生活再建支援制度該当世帯１１世帯）

半壊家屋 ４８戸（内生活再建支援制度該当大規模半壊世帯１０世

帯）

床上浸水家屋 １９３戸

床下浸水家屋 ８６戸

復興計画 被災者生活再建支援金の給付事務

大規模半壊以上の世帯を対象に、被災者生活再建支援制度の説明・受付事務

を行う。

基礎支援金 全壊 1,000千円、大規模半壊 500千円、半壊解体 1,000千円
（申請期限：平成 24年 10月 1日）

加算支援金 新築・購入 2,000千円、修繕 1,000千円、賃貸 500千円
（申請期限：平成 26年 10月 1日）

対象世帯 21世帯（流失・全壊 11世帯、大規模半壊 10世帯）

基礎支援金受付 21件（流失・全壊 11件、大規模半壊 10件（内解体２

件））

加算支援金受付 17件（新築・購入 3件、賃貸 4件、修繕 10件）

県上乗せ補助（被災者住宅再建支援）（申請期限：平成 26年 10月 1日）

新築・購入 500～1,500千円 ※工事費×1/3－全国制度の支援金

修繕 250～750千円

受付 11件

防災対策 今回は、対象世帯が２１世帯であったが、地震などで対象家屋が多くなった場

合の対応対策が必要。

※半壊（応急修理）以上は支援施策があるが、床上浸水でも同じように修理が

必要な場合がある。

その他 基礎支援金は、期限までに全対象世帯の給付完了。
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日高川町災害復興計画別添資料 21
期間 長期対策 担当課名 建設課

大項目 公共施設の復興 中項目 公共施設の復興

小項目 道路・河川等の公共施設の早期復旧

被害状況 ※ 被害場所や被害箇所数等を含めた被害の概要

○日高川町被災箇所

道路 64箇所 橋梁 7箇所 合計 71箇所
完成箇所 道路 63箇所 橋梁 6箇所 合計 69箇所
（道路災害の町道下田原大神宮瀬詰線において、県道御坊中津線のバイパ

ス計画と重複した為、実施する必要がなくなり廃止申請した。）

○ 日高振興局（日高川町）被災箇所

河川 159箇所 道路 33箇所 砂防 12箇所 合計 204箇所
完成箇所 河川 159箇所 道路 33箇所 砂防 12箇所 合計 204箇所

完成箇所数は、平成 26年 6月 24日現在
復興計画 ※ 復興に要する期間や予算額、補助事業名等含めた復興の概要

○ 平成 23年度中に（国費・起債等により）物理的に可能な箇所は、早急
に復旧工事に着手する。

○ 橋梁災害（関連費）については平成 23年度～平成 25年度により、河
川の渇水期に早急に着手し、早期完成を目指す。

防災対策 ※今般の台風１２号被害を受けて、復興とともに今後の防災対策施策を講じる

場合の概要

○ 建設業協会等とタイアップし、早急な仮設復旧につとめる。

○ 今後災害関連等の制度をうまく利用し、今回のように３橋を２橋にす

るなど原型復旧にとらわれない復興を考えたい。

別紙資料参照

その他
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日高川町災害復興計画別添資料 22
期間 長期対策 担当課名 企画政策課

大項目 産業の復興 中項目 商工業者等支援

小項目 利子補給金制度

被害状況 町内商工業者 被害の概要

町内企業罹災状況 平成２３年１０月２８日現在

罹災事業数 ６０社 罹災額 １，７４５，６５０，０００円

復興計画 県が実施する災害復旧対策資金に対し、利子補給を行う制度を策定。

融資額上限 ８，０００万円 利子補給率 １．０％ 補給期間１０年

平成２５年３月３１日現在

申請件数 ３６件 ３０業者 融資額 ５６４，２００，０００円

平成２３年度 利子補給額 １，７０５，１８３円

平成２４年度 利子補給額 ５，２０４，１５８円

平成２５年度 利子補給額 ４，６８５，９３６円

平成３５年３月３１日完了 利子補給予定額 約３，６００万円

防災対策

その他 県融資制度については４種類有り、申請基準の減額のパーセント等が

異なり、申請する月によっては対象とならない場合がある。

利息 保証料 融資額 融資期間

（１）激震災害法 1.0％ 0.5％ 8，000万円 10年
（２）災害救助法 1.0％ 0.45％～1.3％ 8，000万円 10年
（３）間接被害 1.2％ 0.45％～1.3％ 8，000万円 10年
（４）ｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ 4号 1.2％ 0.6％ 8，000万円 10年
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日高川町災害復興計画別添資料 23
期間 長期対策 担当課名 企画政策課

大項目 産業の復興 中項目 商工業者等支援

小項目 観光情報の発信

被害状況 当町だけでなく、和歌山県全体が風評被害により観光客が激減している。

復興計画 県が策定した「災害復興のための観光振興アクションプログラム」に倣い、県

内市町村や JR等と協働によりメディア、旅行会社、消費者向けのキャラバン
を実施し、元気な日高川町の観光情報を積極的に発信する。

防災対策

その他
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日高川町災害復興計画別添資料 24

期間 長期対策 担当課名 上下水道課

大項目 住民生活の緊急支援 中項目 災害発生時の生活支援

小項目 １． 簡易水道施設の復旧‥‥‥‥‥‥‥‥‥1施設（1工事）

被害状況 １． 簡易水道施設の被害の概要

1) 子十浦簡易水道施設 (管路施設 橋梁破損による橋梁添架管破損)

復興計画 1) 子十浦簡易水道施設 総額 4,789,800円

① 本復旧(上田原橋橋梁添架管復旧工事) 4,789,800円
(国) 2,986,000円 (町) 1,803,800円


